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美郷町食育推進計画を策定しました
～今よりも少し、「食」を気にしてみよう～

　食育基本法に基づき、町ではこのたび「美郷町食育推進計画」を策定しました。
　『今よりも少し、「食」を気にしてみよう』をキャッチフレーズに、
　　・健全な食生活を実現する　・「食」に関する知識と「食」を選択する知識を習得する
　　・地販地消に努める　　　　・水を町民共有の貴重な財産として大切にする
の４つの基本方針に基づく具体的な数値目標を設定し、それを達成するため、町民の皆さんや各関係者、行政
が行う役割・取組を定めています。計画期間は、平成21年度から平成23年度の３年間です。
　町ホームページに計画全容を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
　　ホームページアドレス●http://www.town.misato.akita.jp/

　　　役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班　10187（84）4907

平成21年度「敬老会」を開催します

　昭和９年４月１日までに生まれた75歳以上の方を対象に、下記のとおり「敬老会」を開催します。
　敬老会では、お祝いの式典のほか、民謡ショーや幼稚園・保育園児による演目も行われます。事前に案内状
を送付しますので、ご近所、ご友人お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。

地　区 期　　日 会　場 時　　　　間
仙南地区 ９月19日（土） 仙南体育館

千畑地区
９月21日（月）

千畑体育館
（敬老の日）

六郷地区
９月23日（水）

六郷体育館
（秋分の日）

※受付の際、案内状が必要ですので、忘れずにご持参ください。また、お祝い品のお受け取りのみ希望される
方も、案内状をご持参のうえ、当日の正午までに会場へお越しください。

　　　役場（千畑庁舎）福祉保健課　地域包括支援班　10187（84）4907(内線2162、2166、2167)

「金婚をお祝いする会」を開催します

　今年めでたく金婚をお迎えになるご夫婦を対象に、金婚をお祝いする会を開催します。
　対象となるご夫婦は、昭和３４年に婚姻届を出された方です。
　参加を希望されるご夫婦は、９月7日(月）まで千畑庁舎福祉保健課、六郷・仙南庁舎総合サービス課に備え
付けの申込書にご記入のうえ、お申し出ください。

　日　時●10月23日（金）午前11時～
　会　場●美郷町ふれあいセンター（千畑南小学校向かい）
　対象者●昭和34年1月1日～12月31日までの間に婚姻届を
　　　　　出されたご夫婦

【次の点にご注意のうえ、お申込みください】
・対象となるご夫婦への個別通知はしておりません。
・電話でのお申し込みは受付しておりません。申込書による参加となります。

　　　役場（千畑庁舎）福祉保健課　地域包括支援班　10187（84）4907(内線2162、2166、2167)
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午前10時～
（受付は午前９時～）
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医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を
軽減する制度が始まりました

～高額医療・高額介護合算療養費制度～

　世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、１年間（毎年８月～７月末）にお支払いされた医療保険と介護
保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
　支給対象となる方には、後日手続きの方法について通知します。

◎このように負担が軽減されます
　＜夫婦２人世帯の例＞（ともに72歳・町民税非課税）

◎平成21年度の支給要件・支給額
　世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、平成２０年８月～２１年７月末にお支払いされた医療保険・介護
保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。（平成20年４月～平成21年７月
末の16ヶ月間の自己負担額が、次のカッコ内の基準額を超える場合には、その超えた額と上記の支給額を比べ、
大きい額を支給します。）

（70～74歳の方）
①　高齢者受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 ・・・67万円（89万円）
②　①・③・④以外の場合 ・・・56万円（75万円）
③　世帯員全員が町民税非課税の場合 ・・・31万円（41万円）
④　③のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合 ・・・19万円（25万円）
　　※年金収入80万円以下等

（70歳未満の方）
①　世帯員全員の合計所得が一定以上※の場合 ・・・126万円（168万円）
　　※合計所得が600万円を超える場合
②　①・③以外の場合 ・・・67万円（89万円）
③　世帯員全員が町民税非課税の場合 ・・・34万円（45万円）

　　役場（千畑庁舎）福祉保健課　医療保険班　10187（84）4907
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これまでは
例えば、１年間で、医療保険で25万
円、介護保険で25万円を支払い、年間
の負担が５０万円であったものが・・・

これからは
年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、基準額31万
円（世帯全員が町民税非課税の場合）を超えた金額（19万円を）を
お返しする事により、年間の負担が３１万円にとどまります。

a
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日本赤十字社資の
ご協力ありがとうございました

　５月の赤十字運動月間には活動資金にご協力をいた
だきありがとうございました。
　次のとおり実績を報告します。

平成21年度合計社資額 5,258,600円
社員数 5,310人

　ご協力いただいた社資は、日本赤十字社秋田県支部
に送金しております。
　今後とも日本赤十字社の活動に、ご理解ご協力をお
願いします。

　　　　　役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班
　　　　　10187（84）4907（内線2164）

平成21年経済センサス-基礎調査
～ご協力ありがとうございました～

　お忙しい中、平成21年経済
センサス-基礎調査にご協力い
ただきまして誠にありがとう
ございました。
　この調査結果は、国や都道
府県・市区町村が行う地域開
発や都市計画等まちづくりの
大切な基礎資料となります。

総務省統計局・秋田県・美郷町

　　　　役場（六郷庁舎）企画財政課　情報統計班
　　　　10187（84）4901
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